療養41

　　　　事業所所在市町村名　　　　　　　　　　　　　　　　実地指導年月日　　　　平成　　　　年　　　月　　　日

	提供サービス
	介　護
	介護予防
	事業所の名称
	事業者番号

	訪問介護
	
	
	
	

	訪問入浴介護
	
	
	
	

	訪問看護
	
	
	
	

	訪問リハビリテーション
	
	
	
	

	通所介護
	
	
	
	

	通所リハビリテーション
	
	
	
	

	短期入所生活介護
	
	
	
	

	短期入所療養介護
	
	
	
	

	特定施設入居者生活介護
	
	
	
	

	福祉用具貸与
	
	
	
	

	福祉用具販売
	
	
	
	

	居宅介護支援
	
	
	
	

	提供サービス
	従来型
	ユニット型
	一　　部　ユニット型
	事業所の名称
	事業者番号

	介護老人福祉施設
	
	
	
	
	

	介護老人保健施設
	
	
	
	
	

	介護療養型医療施設
	
	
	
	
	


	事 業 区 分
	療養型医療施設
	自己点検シート記入者
	


【療養病床を有する病院における介護療養施設サービス】　　　　　　　　　　※届出状況、点検結果の該当する項目に「○」を記入すること。　

	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	夜勤減算
	入院患者の合計数が30又はその端数を増すごとに1人以上かつ２人以上
	
	満たさない
	

	
	
	看護職員の数が１人以上
	
	満たさない
	

	
	
	看護又は介護職員の１人当たり平均夜勤時間64時間以下
	
	満たさない
	

	
	
	ユニット型・・・2ユニットごとに1人以上
	
	満たさない
	

	
	定員超過利用減算
人員基準欠如減算

	月平均の入院患者数が入院患者の定員を超過
	
	超えている
	

	
	人員基準欠如減算

	介護支援専門員の配置が指定基準を満たしていない
	
	置いていない
	

	
	
	看護・介護職員の員数が指定基準に定める基準を満たしていない
	
	満たさない
	

	
	
	看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数以上
	
	満たさない
	

	
	
	僻地の医師確保計画を届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100を乗じて得た数以上
	
	満たさない
	

	
	
	僻地の医師確保計画を届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100を乗じて得た数以上
	
	満たさない
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	ユニットケア減算
	日中常時1人以上の介護又は看護職員の配置
	
	未配置
	

	
	
	ユニットごとに常勤のユニットリーダーの配置
	
	未配置
	

	
	療養環境減算Ⅰ
	廊下幅が1.8m以上(両側病室2.7m以上)
	
	満たさない
	

	
	療養環境減算Ⅱ
	１病室の病床数が４床以下又は病室床面積が1人当たり6.4㎡以上
	
	満たさない
	

	
	
	機能訓練室の床面積が40㎡以上
	
	満たさない
	

	
	
	食堂の床面積が1人当たり1㎡未満であるが改善計画提出済み
	
	該当
	

	
	
	医師、看護職員又は介護職員の員数が基準未満
	
	該当
	

	
	医療法施行規則49条の適用
	医師の配置について医療法施行規則49条の規定が適用されている
	
	該当
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	夜勤勤務等看護Ⅰ
	看護職員が15：１、２人以上配置
	
	満たす
	

	
	
	月平均夜勤時間72時間以下
	
	満たす
	

	
	夜勤勤務等看護Ⅱ
	看護職員が20：１、２人以上配置
	
	満たす
	

	
	
	月平均夜勤時間72時間以下
	
	満たす
	

	
	夜勤勤務等看護Ⅲ
	看護・介護職員が20：１、２人以上配置
	
	満たす
	

	
	
	月平均夜勤時間72時間以下
	
	満たす
	

	
	身体拘束廃止未実施減算
	身体拘束等を行う場合の記録を行っていない
	
	未整備
	

	
	外泊費
	外泊をした場合
	
	６日以下
	

	
	
	短期入所生活介護のベッドへの活用
	
	なし
	

	
	他科受診費
	専門的な診療が必要となり、他の病院等で診療が行われた場合
	
	該当
	

	
	
	算定日
	
	４日以下
	

	
	
	他医療機関と特別の関係にない
	
	ない
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	初期加算
	入院した日から起算して30日以内
	
	満たす
	

	
	
	算定期間中の外泊
	
	なし
	

	
	
	過去３月以内の当該施設への入院(自立度判定基準Ⅲ以上は１月以内)
	
	なし
	

	
	
	30日以上の入院後の入院
	
	満たす
	

	
	退院前後訪問指導加算

	入院期間が1月以上(見込みを含む)
	
	満たす
	

	
	
	退院後生活する居宅を訪問し、入院患者及び家族に対し療養上の指導を実施(2回を限度)
	
	満たす
	

	
	
	退院後30日以内に入院患者及び家族等に対し療養上の指導を実施
	
	満たす
	

	
	
	退院の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡ではない
	
	満たす
	

	
	
	指導日、指導内容の記録の整備
	
	満たす
	診療録等

	
	退院時指導加算
	入院期間が1月以上(見込みを含む)
	
	満たす
	

	
	
	退院時に入院患者及び家族に対し退院後の療養上の指導を実施
	
	満たす
	

	
	
	退院の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡ではない
	
	満たす
	

	
	
	指導日、指導内容の記録の整備
	
	満たす
	診療録等


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	退院時情報提供加算
	入院期間が1月以上(見込みを含む)
	
	満たす
	

	
	
	本人の同意を得て、退院後の主治の医師に、診療状況を示す文書を添えて紹介
	
	満たす
	診療状況を示す文書(様式あり)

	
	
	退院の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡ではない
	
	満たす
	

	
	退院前連携加算
	入院期間が1月以上(見込みを含む)
	
	満たす
	

	
	
	退院に先立って居宅介護支援事業者に対し、利用者の同意を得て介護状況を示す文書による情報提供をし、かつ、居宅サービス等の利用に関する調整を実施
	
	満たす
	

	
	
	退院の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡ではない
	
	満たす
	

	
	
	連携を行った日、内容の記録の整備
	
	満たす
	指導記録等

	
	老人訪問看護指示加算
	施設の医師が診療に基づき訪問看護が必要であると認めた場合
	
	満たす
	

	
	
	本人の同意を得て訪問看護の指示書を交付
	
	あり
	訪問看護指示書(様式あり)

	
	
	指示書の写しの診療録の添付
	
	あり
	診療録等


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	管理栄養士配置加算

	管理栄養士を1人以上配置
	
	配置
	

	
	
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入退所簿、食料品消費日計等の書類を作成(栄養マネジメント実施の場合は食事せん、献立表を除き省略可)
	
	あり
	検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入退院簿、食料品消費日計等

	
	
	入院患者年齢構成表、給与栄養目標量に関する帳票を少なくとも６月に１回作成(栄養マネジメント実施の場合は食事せん、献立表を除き省略可)
	
	あり
	入院患者年齢構成表、給与栄養目標量に関する帳票

	
	栄養士配置加算
	栄養士を1名以上配置
	
	配置
	

	
	
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入退所簿、食料品消費日計等の書類を作成(栄養マネジメント実施の場合は食事せん、献立表を除き省略可)
	
	あり
	検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入退院簿、食料品消費日計等

	
	
	入院患者年齢構成表、給与栄養目標量に関する帳票を少なくとも６月に１回作成(栄養マネジメント実施の場合は食事せん、献立表を除き省略可)
	
	あり
	入院患者年齢構成表、給与栄養目標量に関する帳票

	
	
	管理栄養士配置加算を算定していない

	
	していない
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	栄養マネジメント加算

	常勤管理栄養士を１人以上配置
	
	配置
	

	
	
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	医師、管理栄養士等が共同した栄養ケア計画の作成
	
	あり
	栄養ケア計画(参考様式)

	
	
	入院患者又は家族等に対する計画の説明及び同意
	
	あり
	

	
	
	計画に基づく栄養管理及び栄養状態等の定期的な記録
	
	あり
	栄養ケア提供経過記録(参考様式)

	
	
	低栄養状態に応じたモニタリングの実施(高リスク者は2週間毎、低リスク者は3か月毎)
	
	実施
	栄養ケアモニタリング(参考様式)

	
	
	体重測定など栄養状態の把握
	
	１回／月実施
	

	
	
	栄養スクリーニングの実施
	
	３月毎に実施
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	経口移行加算
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	経口による食事摂取のための栄養管理が必要との医師の指示
	
	あり
	

	
	
	誤嚥性肺炎防止のためのチェック
	
	あり
	

	
	
	医師、管理栄養士等が共同した経口移行計画の作成
	
	あり
	栄養ケア計画(参考様式)を準用

	
	
	入院患者又は家族等に対する計画の説明及び同意
	
	あり
	

	
	
	計画に基づく栄養管理の実施
	
	実施
	

	
	
	計画作成日から起算して180日以内
	
	該当
	

	
	
	180日を超える場合の医師の指示
	
	あり
	

	
	
	180日を超えて算定する場合の定期的な医師の指示
	
	2週間毎
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	経口維持加算Ⅰ
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	著しい摂食機能障害があり誤嚥が認められ(造影撮影又は内視鏡検査による)、経口による食事摂取のための管理が必要との医師の指示
	
	あり
	

	
	
	誤嚥等が発生した場合の管理体制
	
	あり
	

	
	
	食形態の配慮等誤嚥防止のための適切な配慮
	
	あり
	

	
	
	医師、管理栄養士等が共同した経口維持行計画の作成
	
	あり
	栄養ケア計画(参考様式)を準用

	
	
	入院患者又は家族等に対する計画の説明及び同意
	
	あり
	

	
	
	計画に基づく栄養管理の実施
	
	実施
	

	
	
	計画作成日から起算して180日以内
	
	該当
	

	
	
	180日を超える場合の医師の指示及び入院患者の同意
	
	あり
	

	
	
	180日を超えて算定する場合の定期的な医師の指示
	
	2週間毎
	

	
	
	経口移行加算、経口維持加算Ⅱを算定していない
	
	算定していない
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	経口維持加算Ⅱ
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	摂食機能障害があり誤嚥が認められ(水飲みテスト等による)、経口による食事摂取のための管理が必要との医師の指示
	
	あり
	

	
	
	誤嚥等が発生した場合の管理体制
	
	あり
	

	
	
	食形態の配慮等誤嚥防止のための適切な配慮
	
	あり
	

	
	
	医師、管理栄養士等が共同した経口維持行計画の作成
	
	あり
	栄養ケア計画(参考様式)を準用

	
	
	入院患者又は家族等に対する計画の説明及び同意
	
	あり
	

	
	
	計画に基づく栄養管理の実施
	
	実施
	

	
	
	計画作成日から起算して180日以内
	
	該当
	

	
	
	180日を超える場合の医師の指示及び入院患者の同意
	
	あり
	

	
	
	180日を超えて算定する場合の定期的な医師の指示
	
	2週間毎
	

	
	
	経口移行加算、経口維持加算Ⅰを算定していない
	
	算定していない
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	療養食加算

	管理栄養士又は栄養士による食事提供の管理
	
	あり
	

	
	
	入院患者の状況により適切な栄養量及び内容の食事提供
	
	あり
	

	
	
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、通風食及び特別な場合の検査食の提供
	
	あり
	

	
	
	療養食の献立の作成
	
	あり
	療養食献立表

	
	在宅復帰支援機能加算
	算定日の属する月の前6月間の退院者総数のうち在宅で介護を受けることとなった者(入院期間１月超)の割合が２割超
	
	満たす
	

	
	
	退所日から30日以内に居宅を訪問し、在宅生活が1月以上継続することの確認、記録
	
	あり
	

	
	
	入院患者の家族との連絡調整
	
	あり
	

	
	
	入院患者が希望する居宅介護支援事業者に対し、必要な情報提供、退院後の利用サービス調整
	
	あり
	介護状況を示す文書


	
	
	算定根拠等の関係書類の整備
	
	あり
	


＜特定診療費＞
	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	感染対策指導管理
	院内感染防止対策委員会を設置
	
	あり
	

	
	
	院内感染防止対策委員会を月1回程度定期的に開催
	
	あり
	

	
	
	院内感染防止対策委員会の構成員が病院長(診療所長）、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員
	
	該当
	

	
	
	感染情報レポートを週1回程度作成し、院内感染防止対策委員会での十分な活用体制をとっている
	
	該当
	

	
	褥瘡対策指導管理
	褥瘡対策にかかる選任の医師、看護職員から構成される褥瘡対策チームを設置
	
	あり
	

	
	
	日常生活自立度の判定基準がＢ以上の利用者に対し褥瘡対策に関する診療計画を作成
	
	あり
	

	
	
	利用者の状態に応じて、体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制
	
	あり
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	初期入院診療管理
	入院診療計画書を策定し入院後２週間以内に説明し、入院患者又は家族の同意を得る
	
	あり
	

	
	
	過去３月以内の当該施設への入院(自立度判定基準Ⅲ以上は１月以内)
	
	なし
	

	
	
	入院中1回(診療方針に重要な変更があった場合は２回)以内の算定
	
	あり
	

	
	重度療養管理
	要介護４又は５に該当する利用者
	
	該当
	

	
	
	1日あたり８回以上の喀痰吸引を実施している日が20日を超える
	
	該当
	

	
	
	1週間以上人工呼吸又は間歇的腸圧呼吸
	
	該当
	

	
	
	中心静脈注射を実施し、かつ強心薬等薬剤を24時間以上持続投与
	
	該当
	

	
	
	人工腎臓を週２日以上実施し、かつ重篤な合併症がある
	
	あり
	

	
	
	常時心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを実施
	
	該当
	

	
	
	膀胱又は直腸の機能障害程度が４級以上でストーマの処置を実施
	
	該当
	

	
	
	当該処置を行った日、処置の内容等を診療録に記載
	
	あり
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	特定施設管理
	後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者
	
	該当
	

	
	
	個室又は２人部屋でサービスを提供
	
	該当
	

	
	重症皮膚潰瘍管理指導
	褥瘡対策指導管理の基準を満たしている
	
	該当
	

	
	
	皮膚泌尿器科、皮膚科又は形成外科を標榜している病院又は診療所である
	
	該当
	

	
	
	皮膚泌尿器科、皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行っている
	
	該当
	

	
	
	Ｓｈｅａの分類Ⅲ度以上の利用者
	
	該当
	

	
	
	皮膚潰瘍のＳｈｅａの分類、治療内容等を診療録に記載
	
	あり
	

	
	薬剤管理指導

	常勤の薬剤師を２名以上配置
	
	あり
	

	
	
	医薬品情報管理室を有し、常勤の薬剤師を１名以上配置
	
	あり
	

	
	
	利用者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、記録に基づき直接服薬指導
	
	あり
	

	
	
	週１回かつ算定する日の間隔が６日以上
	
	満たしている
	

	
	
	麻薬を投与している利用者に対する薬学的管理指導
	
	あり
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	医学情報提供
	利用者の退所時に診療に基づき診療状況を示す文書を添えて病院等に紹介
	
	あり
	

	
	
	１退院につき１回
	
	満たしている
	

	
	リハビリテーション共通
	理学療法、作業療法及び言語聴覚療法が、利用者1人につき1日合計4回までの算定
	
	満たしている
	

	
	
	摂食機能療法は1人につき1日１回の算定
	
	該当
	

	
	
	全利用者のリハビリテーションの内容の要点及び実施時刻(開始及び終了時刻)の記録を診療録等に記載
	
	あり
	

	
	理学療法共通
	利用者1人につき1日3回までを算定
	
	満たしている
	

	
	
	利用開始日から4月を超えた期間では1月に合計11回目以降については70/100を算定
	
	該当
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	理学療法Ⅰ
	専任の常勤医師及び専従の常勤ＰＴがそれぞれ１名以上勤務
	
	あり
	

	
	
	100㎡以上の専用施設を有する
	
	あり
	

	
	
	専用の器械・器具を具備
	
	あり
	

	
	
	リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)が利用者ごとに保管
	
	あり
	

	
	
	ＰＴと利用者が個別に20分以上訓練を実施
	
	該当
	

	
	
	開始時及びその後３か月に１回以上利用者に対し理学療法実施計画の内容を説明し、その内容の要点を診療録に記載
	
	あり
	

	
	
	病棟等ＡＤＬ加算を算定
	
	あり
	

	
	
	専従のＰＴ2名以上配置による加算
	
	あり
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	理学療法Ⅱ
	医師及び週２日以上勤務するＰＴがそれぞれ１名以上勤務
	
	あり
	

	
	
	45㎡以上の専用の施設を有する
	
	あり
	

	
	
	専用の器械・器具を具備
	
	あり
	

	
	
	リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)が利用者ごとに保管
	
	あり
	

	
	
	ＰＴと利用者が個別に20分以上訓練を実施
	
	該当
	

	
	
	開始時及びその後３か月に１回以上利用者に対し理学療法実施計画の内容を説明し、その内容の要点を診療録に記載
	
	あり
	

	
	
	病棟等ＡＤＬ加算を算定
	
	あり
	

	
	理学療法Ⅲ
	リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)が利用者ごとに保管
	
	あり
	

	
	
	従業者と利用者が個別に20分以上訓練を実施
	
	該当
	

	
	
	開始時及びその後３か月に１回以上利用者に対し理学療法実施計画の内容を説明し、その内容の要点を診療録に記載
	
	あり
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	作業療法
	専任の常勤医師及び専従の常勤ＯＴがそれぞれ１名以上勤務
	
	あり
	

	
	
	75㎡以上の専用施設を有する
	
	あり
	

	
	
	専用の器械・器具を具備
	
	あり
	

	
	
	リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)が利用者ごとに保管
	
	あり
	

	
	
	ＰＴと利用者が個別に20分以上訓練を実施
	
	該当
	

	
	
	開始時及びその後３か月に１回以上利用者に対し理学療法実施計画の内容を説明し、その内容の要点を診療録に記載
	
	あり
	

	
	
	利用者1人につき1日3回までを算定
	
	満たしている
	

	
	
	利用開始日から4月を超えた期間では1月に合計11回目以降については70/100を算定
	
	該当
	

	
	
	病棟等ＡＤＬ加算を算定
	
	あり
	

	
	
	専従のＯＴ2名以上配置による加算
	
	あり
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	言語聴覚療法
	専任の常勤医師及び専従の常勤ＳＴがそれぞれ１名以上勤務
	
	あり
	

	
	
	8㎡以上の個別療法室を有する
	
	あり
	

	
	
	必要な器械・器具を具備
	
	あり
	

	
	
	リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)が利用者ごとに保管
	
	あり
	

	
	
	ＳＴと利用者が個別に20分以上訓練を実施
	
	該当
	

	
	
	開始時及びその後３か月に１回以上利用者に対し理学療法実施計画の内容を説明し、その内容の要点を診療録に記載
	
	あり
	

	
	
	専従のＳＴ2名以上配置による加算
	
	あり
	

	
	摂食機能療法
	リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)が利用者ごとに保管
	
	あり
	

	
	
	ＳＴ又は看護師等と利用者が個別に30分以上訓練を実施
	
	該当
	

	
	
	利用者1人につき1日1回まで、１月に4回までを算定
	
	満たしている
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	リハビリテーションマネジメント


	入院患者又は家族に対する実施計画原案の説明、同意
	
	あり
	リハビリテーション実施計画書又は簡略版(参考様式)

	
	
	医師、ＯＴ、ＰＴ等によるリハビリテーション実施計画の作成
	
	あり
	リハビリテーション実施計画書(参考様式)等

	
	
	実施計画に基づくリハビリの実施、利用者の状態の定期的な記録
	
	あり
	リハビリテーション実施計画書(参考様式)等

	
	
	実施計画の評価、見直し
	
	2週間以内
	リハビリテーション実施計画書(参考様式)等

	
	
	実施計画の定期的評価、見直し
	
	概ね３月毎
	リハビリテーション実施計画書(参考様式)等

	
	
	居宅介護支援事業者を通じての他のサービス事業者への情報伝達
	
	あり
	

	
	
	退院前リハビリテーションカンファレンスの実施
	
	あり
	

	
	
	退院時に介護支援専門員、医師等への情報提供
	
	あり
	ケアマネジメント連絡用紙等(参考様式)

	
	短期集中リハビリテーション

	リハビリテーションマネジメント算定
	
	あり
	

	
	
	入院(起算)日から３月以内に実施
	
	満たす
	

	
	
	実施回数
	
	概ね週３回以上
	

	
	
	過去３月以内に当該施設に入院していない
	
	満たす
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	精神科作業療法
	専従のＯＴが最低１名以上勤務
	
	あり
	

	
	
	1名のＯＴが1名以上の助手とともに実施
	
	該当
	

	
	
	1名のＯＴに対し利用者1日75人以内
	
	満たしている
	

	
	
	ＯＴ1名に対し75㎡以上を基準とした専用施設を有する
	
	あり
	

	
	
	専用の器械・器具を具備
	
	あり
	

	
	
	実施時間が1日に2時間を標準
	
	満たしている
	

	
	
	作業療法を実施した場合、その要点を利用者の診療録に記載
	
	あり
	

	
	認知症老人入院精神療法
	1名の精神科担当医師及び1名の臨床心理技術者等合計2名以上が実施
	
	該当
	

	
	
	1回に概ね10人以内を対象に1時間を標準
	
	満たしている
	

	
	
	実施に要した内容、要点及び時刻を診療録等に記載
	
	あり
	


【療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス】　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※届出状況、点検結果の該当する項目に「○」を記入すること。

　

	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	ユニットケア減算
	日中常時１人以上の介護又は看護職員の配置
	
	未配置
	

	
	
	ユニットごとに常勤のユニットリーダーの配置
	
	未配置
	

	
	定員超過利用減算
	月平均の入院患者数が入院定員を超過
	
	超えている
	

	
	身体拘束廃止未実施減算
	身体拘束等を行う場合の記録を行っていない
	
	未整備
	

	
	療養環境減算Ⅰ
	廊下幅が1.8m以上(両側病室2.7m以上)
	
	満たさない
	

	
	
	１病室の病床数が４床以下又は病室床面積が1人当たり6.4㎡以上
	
	満たさない
	

	
	
	食堂の床面積が1人当たり1㎡未満であるが改善計画提出済み
	
	該当
	

	
	
	医師、看護職員又は介護職員の員数が基準未満
	
	該当
	

	
	外泊費
	外泊をした場合
	
	６日以下
	

	
	
	短期入所生活介護のベッドへの活用
	
	なし
	

	
	他科受診費
	専門的な診療が必要となり、他の病院等で診療が行われた場合
	
	該当
	

	
	
	算定日
	
	４日以下
	

	
	
	他医療機関と特別の関係にない
	
	ない
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	初期加算
	入院した日から起算して30日以内
	
	満たす
	

	
	
	算定期間中の外泊
	
	なし
	

	
	
	過去３月以内の当該施設への入院(自立度判定基準Ⅲ以上は１月以内)
	
	なし
	

	
	
	30日以上の入院後の入院
	
	満たす
	

	
	退院前後訪問指導加算

	入院期間が1月以上(見込みを含む)
	
	満たす
	

	
	
	退院後生活する居宅を訪問し、入院患者及び家族に対し療養上の指導を実施(2回を限度)
	
	満たす
	

	
	
	退院後30日以内に入院患者及び家族等に対し療養上の指導を実施
	
	満たす
	

	
	
	退院の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡ではない
	
	満たす
	

	
	
	指導日、指導内容の記録の整備
	
	満たす
	診療録等

	
	退院時指導加算
	入院期間が1月以上(見込みを含む)
	
	満たす
	

	
	
	退院時に入院患者及び家族に対し退院後の療養上の指導を実施
	
	満たす
	

	
	
	退院の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡ではない
	
	満たす
	

	
	
	指導日、指導内容の記録の整備
	
	満たす
	診療録等


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	退院時情報提供加算
	入院期間が1月以上(見込みを含む)
	
	満たす
	

	
	
	本人の同意を得て、退院後の主治の医師に、診療状況を示す文書を添えて紹介
	
	満たす
	診療状況を示す文書(様式あり)

	
	
	退院の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡ではない
	
	満たす
	

	
	退院前連携加算
	入院期間が1月以上(見込みを含む)
	
	満たす
	

	
	
	退院に先立って居宅介護支援事業者に対し、利用者の同意を得て介護状況を示す文書による情報提供をし、かつ、居宅サービス等の利用に関する調整を実施
	
	満たす
	

	
	
	退院の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡ではない
	
	満たす
	

	
	
	連携を行った日、内容の記録の整備
	
	満たす
	指導記録等

	
	老人訪問看護指示加算
	施設の医師が診療に基づき訪問看護が必要であると認めた場合
	
	満たす
	

	
	
	本人の同意を得て訪問看護の指示書を交付
	
	あり
	訪問看護指示書(様式あり)

	
	
	指示書の写しの診療録の添付
	
	あり
	診療録等


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	管理栄養士配置加算

	管理栄養士を1人以上配置
	
	配置
	

	
	
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入退所簿、食料品消費日計等の書類を作成(栄養マネジメント実施の場合は食事せん、献立表を除き省略可)
	
	あり
	検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入退院簿、食料品消費日計等

	
	
	入院患者年齢構成表、給与栄養目標量に関する帳票を少なくとも６月に１回作成(栄養マネジメント実施の場合は食事せん、献立表を除き省略可)
	
	あり
	入院患者年齢構成表、給与栄養目標量に関する帳票

	
	栄養士配置加算
	栄養士を1名以上配置
	
	配置
	

	
	
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入退院簿、食料品消費日計等の書類を作成(栄養マネジメント実施の場合は食事せん、献立表を除き省略可)
	
	あり
	検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入退院簿、食料品消費日計等

	
	
	入院患者年齢構成表、給与栄養目標量に関する帳票を少なくとも６月に１回作成(栄養マネジメント実施の場合は食事せん、献立表を除き省略可)
	
	あり
	入院患者年齢構成表、給与栄養目標量に関する帳票

	
	
	管理栄養士配置加算を算定していない

	
	していない
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	栄養マネジメント加算

	常勤管理栄養士を１人以上配置
	
	配置
	

	
	
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	医師、管理栄養士等が共同した栄養ケア計画の作成
	
	あり
	栄養ケア計画(参考様式)

	
	
	入院患者又は家族等に対する計画の説明及び同意
	
	あり
	

	
	
	計画に基づく栄養管理及び栄養状態等の定期的な記録
	
	あり
	栄養ケア提供経過記録(参考様式)

	
	
	低栄養状態に応じたモニタリングの実施(高リスク者は2週間毎、低リスク者は3か月毎)
	
	実施
	栄養ケアモニタリング(参考様式)

	
	
	体重測定など栄養状態の把握
	
	１回／月実施
	

	
	
	栄養スクリーニングの実施
	
	３月毎に実施
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	経口移行加算
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	経口による食事摂取のための栄養管理が必要との医師の指示
	
	あり
	

	
	
	誤嚥性肺炎防止のためのチェック
	
	あり
	

	
	
	医師、管理栄養士等が共同した経口移行計画の作成
	
	あり
	栄養ケア計画(参考様式)を準用

	
	
	入院患者又は家族等に対する計画の説明及び同意
	
	あり
	

	
	
	計画に基づく栄養管理の実施
	
	実施
	

	
	
	計画作成日から起算して180日以内
	
	該当
	

	
	
	180日を超える場合の医師の指示
	
	あり
	

	
	
	180日を超えて算定する場合の定期的な医師の指示
	
	2週間毎
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	経口維持加算Ⅰ
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	著しい摂食機能障害があり誤嚥が認められ(造影撮影又は内視鏡検査による)、経口による食事摂取のための管理が必要との医師の指示
	
	あり
	

	
	
	誤嚥等が発生した場合の管理体制
	
	あり
	

	
	
	食形態の配慮等誤嚥防止のための適切な配慮
	
	あり
	

	
	
	医師、管理栄養士等が共同した経口維持行計画の作成
	
	あり
	栄養ケア計画(参考様式)を準用

	
	
	入院患者又は家族等に対する計画の説明及び同意
	
	あり
	

	
	
	計画に基づく栄養管理の実施
	
	実施
	

	
	
	計画作成日から起算して180日以内
	
	該当
	

	
	
	180日を超える場合の医師の指示及び入院患者の同意
	
	あり
	

	
	
	180日を超えて算定する場合の定期的な医師の指示
	
	2週間毎
	

	
	
	経口移行加算、経口維持加算Ⅱを算定していない
	
	算定していない
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	経口維持加算Ⅱ
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	摂食機能障害があり誤嚥が認められ(水飲みテスト等による)、経口による食事摂取のための管理が必要との医師の指示
	
	あり
	

	
	
	誤嚥等が発生した場合の管理体制
	
	あり
	

	
	
	食形態の配慮等誤嚥防止のための適切な配慮
	
	あり
	

	
	
	医師、管理栄養士等が共同した経口維持行計画の作成
	
	あり
	栄養ケア計画(参考様式)を準用

	
	
	入院患者又は家族等に対する計画の説明及び同意
	
	あり
	

	
	
	計画に基づく栄養管理の実施
	
	実施
	

	
	
	計画作成日から起算して180日以内
	
	該当
	

	
	
	180日を超える場合の医師の指示及び入院患者の同意
	
	あり
	

	
	
	180日を超えて算定する場合の定期的な医師の指示
	
	2週間毎
	

	
	
	経口移行加算、経口維持加算Ⅰを算定していない
	
	算定していない
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	療養食加算

	管理栄養士又は栄養士による食事提供の管理
	
	あり
	

	
	
	入院患者の状況により適切な栄養量及び内容の食事提供
	
	あり
	

	
	
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、通風食及び特別な場合の検査食の提供
	
	あり
	

	
	
	療養食の献立の作成
	
	あり
	療養食献立表

	
	在宅復帰支援機能加算
	算定日の属する月の前6月間の退院者総数のうち在宅で介護を受けることとなった者(入院期間１月超)の割合が２割超
	
	満たす
	

	
	
	退院日から30日以内に居宅を訪問し、在宅生活が1月以上継続することの確認、記録
	
	あり
	

	
	
	入院患者の家族との連絡調整
	
	あり
	

	
	
	入院患者が希望する居宅介護支援事業者に対し、必要な情報提供、退院後の利用サービス調整
	
	あり
	介護状況を示す文書

	
	
	算定根拠等の関係書類の整備
	
	あり
	


＜特定診療費＞について１４ページ～２３ページまでを記入してください。
【老人性認知症疾患療養病床を有する病院における短期入所療養介護】　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※届出状況、点検結果の該当する項目に「○」を記入すること。　

	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	定員超過利用減算
	入院患者数の合計が運営規程に定める入院患者定員を超過
	
	超えている
	

	
	人員基準欠如減算

	介護支援専門員の配置が指定基準を満たしていない
	
	置いていない
	

	
	
	看護・介護職員の員数が指定基準に定める基準を満たしていない
	
	満たさない
	

	
	
	看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数以上
	
	満たさない
	

	
	
	僻地の医師確保計画を届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100を乗じて得た数以上
	
	満たさない
	

	
	
	僻地の医師確保計画を届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100を乗じて得た数以上
	
	満たさない
	

	
	ユニットケア減算

	日中常時1人以上の介護又は看護職員の配置
	
	未配置
	

	
	
	ユニットごとに常勤のユニットリーダーの配置
	
	未配置
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	身体拘束廃止未実施減算
	身体拘束等を行う場合の記録を行っていない
	
	未整備
	

	
	外泊費
	外泊をした場合
	
	６日以下
	

	
	
	短期入所生活介護のベッドへの活用
	
	なし
	

	
	他科受診費
	専門的な診療が必要となり、他の病院等で診療が行われた場合
	
	該当
	

	
	
	算定日
	
	４日以下
	

	
	
	他医療機関と特別の関係にない
	
	ない
	

	
	初期加算
	入院した日から起算して30日以内
	
	満たす
	

	
	
	算定期間中の外泊
	
	なし
	

	
	
	過去３月以内の当該施設への入院(自立度判定基準Ⅲ以上は１月以内)
	
	なし
	

	
	
	30日以上の入院後の入院
	
	満たす
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	退院前後訪問指導加算

	入院期間が1月以上(見込みを含む)
	
	満たす
	

	
	
	退院後生活する居宅を訪問し、入院患者及び家族に対し療養上の指導を実施(2回を限度)
	
	満たす
	

	
	
	退院後30日以内に入院患者及び家族等に対し療養上の指導を実施
	
	満たす
	

	
	
	退院の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡ではない
	
	満たす
	

	
	
	指導日、指導内容の記録の整備
	
	満たす
	診療録等

	
	退院時指導加算
	入院期間が1月以上(見込みを含む)
	
	満たす
	

	
	
	退院時に入院患者及び家族に対し退院後の療養上の指導を実施
	
	満たす
	

	
	
	退院の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡ではない
	
	満たす
	

	
	
	指導日、指導内容の記録の整備
	
	満たす
	診療録等

	
	退院時情報提供加算
	入院期間が1月以上(見込みを含む)
	
	満たす
	

	
	
	本人の同意を得て、退院後の主治の医師に、診療状況を示す文書を添えて紹介
	
	満たす
	診療状況を示す文書(様式あり)

	
	
	退院の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡ではない
	
	満たす
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	退院前連携加算
	入院期間が1月以上(見込みを含む)
	
	満たす
	

	
	
	退院に先立って居宅介護支援事業者に対し、利用者の同意を得て介護状況を示す文書による情報提供をし、かつ、居宅サービス等の利用に関する調整を実施
	
	満たす
	

	
	
	退院の理由が病院、診療所、他の介護保険施設への入院・入所、死亡ではない
	
	満たす
	

	
	
	連携を行った日、内容の記録の整備
	
	満たす
	指導記録等

	
	老人訪問看護指示加算
	施設の医師が診療に基づき訪問看護が必要であると認めた場合
	
	満たす
	

	
	
	本人の同意を得て訪問看護の指示書を交付
	
	あり
	訪問看護指示書(様式あり)

	
	
	指示書の写しの診療録の添付
	
	あり
	診療録等

	
	管理栄養士配置加算

	管理栄養士を1人以上配置
	
	配置
	

	
	
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入退院簿、食料品消費日計等の書類を作成(栄養マネジメント実施の場合は食事せん、献立表を除き省略可)
	
	あり
	検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入退院簿、食料品消費日計等

	
	
	入院患者年齢構成表、給与栄養目標量に関する帳票を少なくとも６月に１回作成(栄養マネジメント実施の場合は食事せん、献立表を除き省略可)
	
	あり
	入院患者年齢構成表、給与栄養目標量に関する帳票


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	栄養士配置加算

	栄養士を1名以上配置
	
	配置
	

	
	
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入退院簿、食料品消費日計等の書類を作成(栄養マネジメント実施の場合は食事せん、献立表を除き省略可)
	
	あり
	検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入退院簿、食料品消費日計等

	
	
	入院患者年齢構成表、給与栄養目標量に関する帳票を少なくとも６月に１回作成(栄養マネジメント実施の場合は食事せん、献立表を除き省略可)
	
	あり
	入院患者年齢構成表、給与栄養目標量に関する帳票

	
	
	管理栄養士配置加算を算定していない
	
	していない
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	栄養マネジメント加算

	常勤管理栄養士を１人以上配置
	
	配置
	

	
	
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	医師、管理栄養士等が共同した栄養ケア計画の作成
	
	あり
	栄養ケア計画(参考様式)

	
	
	入院患者又は家族等に対する計画の説明及び同意
	
	あり
	

	
	
	計画に基づく栄養管理及び栄養状態等の定期的な記録
	
	あり
	栄養ケア提供経過記録(参考様式)

	
	
	低栄養状態に応じたモニタリングの実施(高リスク者は2週間毎、低リスク者は3か月毎)
	
	実施
	栄養ケアモニタリング(参考様式)

	
	
	体重測定など栄養状態の把握
	
	１回／月実施
	

	
	
	栄養スクリーニングの実施
	
	３月毎に実施
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	経口移行加算
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	経口による食事摂取のための栄養管理が必要との医師の指示
	
	あり
	

	
	
	誤嚥性肺炎防止のためのチェック
	
	あり
	

	
	
	医師、管理栄養士等が共同した経口移行計画の作成
	
	あり
	栄養ケア計画(参考様式)を準用

	
	
	入院患者又は家族等に対する計画の説明及び同意
	
	あり
	

	
	
	計画に基づく栄養管理の実施
	
	実施
	

	
	
	計画作成日から起算して180日以内
	
	該当
	

	
	
	180日を超える場合の医師の指示
	
	あり
	

	
	
	180日を超えて算定する場合の定期的な医師の指示
	
	2週間毎
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	経口維持加算Ⅰ
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	著しい摂食機能障害があり誤嚥が認められ(造影撮影又は内視鏡検査による)、経口による食事摂取のための管理が必要との医師の指示
	
	あり
	

	
	
	誤嚥等が発生した場合の管理体制
	
	あり
	

	
	
	食形態の配慮等誤嚥防止のための適切な配慮
	
	あり
	

	
	
	医師、管理栄養士等が共同した経口維持行計画の作成
	
	あり
	栄養ケア計画(参考様式)を準用

	
	
	入院患者又は家族等に対する計画の説明及び同意
	
	あり
	

	
	
	計画に基づく栄養管理の実施
	
	実施
	

	
	
	計画作成日から起算して180日以内
	
	該当
	

	
	
	180日を超える場合の医師の指示及び入院患者の同意
	
	あり
	

	
	
	180日を超えて算定する場合の定期的な医師の指示
	
	2週間毎
	

	
	
	経口移行加算、経口維持加算Ⅱを算定していない
	
	算定していない
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	経口維持加算Ⅱ
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	摂食機能障害があり誤嚥が認められ(水飲みテスト等による)、経口による食事摂取のための管理が必要との医師の指示
	
	あり
	

	
	
	誤嚥等が発生した場合の管理体制
	
	あり
	

	
	
	食形態の配慮等誤嚥防止のための適切な配慮
	
	あり
	

	
	
	医師、管理栄養士等が共同した経口維持行計画の作成
	
	あり
	栄養ケア計画(参考様式)を準用

	
	
	入院患者又は家族等に対する計画の説明及び同意
	
	あり
	

	
	
	計画に基づく栄養管理の実施
	
	実施
	

	
	
	計画作成日から起算して180日以内
	
	該当
	

	
	
	180日を超える場合の医師の指示及び入院患者の同意
	
	あり
	

	
	
	180日を超えて算定する場合の定期的な医師の指示
	
	2週間毎
	

	
	
	経口移行加算、経口維持加算Ⅰを算定していない
	
	算定していない
	


	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	
	療養食加算

	管理栄養士又は栄養士による食事提供の管理
	
	あり
	

	
	
	入院患者の状況により適切な栄養量及び内容の食事提供
	
	あり
	

	
	
	定員、人員基準に適合
	
	満たす
	

	
	
	疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、通風食及び特別な場合の検査食の提供
	
	あり
	

	
	
	療養食の献立の作成
	
	あり
	療養食献立表

	
	在宅復帰支援機能加算
	算定日の属する月の前6月間の退院者総数のうち在宅で介護を受けることとなった者(入院期間１月超)の割合が２割超
	
	満たす
	

	
	
	退院日から30日以内に居宅を訪問し、在宅生活が1月以上継続することの確認、記録
	
	あり
	

	
	
	入院患者の家族との連絡調整
	
	あり
	

	
	
	入院患者が希望する居宅介護支援事業者に対し、必要な情報提供、退院後の利用サービス調整
	
	あり
	介護状況を示す文書

	
	
	算定根拠等の関係書類の整備
	
	あり
	


＜特定診療費＞について１４ページ～２３ページまでを記入してください。






